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発言者： ／14346 検索語：

○西山最高裁判所長官代理者 憲法八十一条におきます始審、終審という
ことにつきましての最高裁判所の判例はございませんが、一般にはこの規
定は、法令とか処分の憲法適合性の有無が下級裁判所で争われるときは、
その点については常に最高裁判所への上訴が許されなくてはならないとい
うことを意味するものと解されているようでございます。そういたしまして、現
行の訴訟法でも、合憲性の争いについては常に最高裁判所への上訴の道
が開かれているわけでございます。
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